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地域医療構想の進め方にかかる留意点（R4.3.24厚生労働省通知）
基本的な考え方
○ 今後、各都道府県において第８次医療計画の策定作業が 2023 年度までかけて進められる際には、各地

域で新興感染症等対応等に向けた検討や病床の機能分化・連携に関する議論等を行う必要があるため、
その作業と併せて、2022年度及び 2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療
機関の対応方針の策定や検証・見直しを行う 。

○ その際、各都道府県においては、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により病床の機能分化・
連携等の重要性が改めて認識されたことを十分に考慮する。

○ 2024 年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、2035年度末に暫定特例水準を解消すること
とされており、こうした動きも見据え、各構想区域において、地域医療構想の実現に向けた取組を進め、
質が高く効率的で持続可能な医療提供体制の確保を図ることが重要であることに十分留意する。

○ 地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を
踏まえ、主体的に取組を進めるものである。

具体的な取組
○ 「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等、地域医療構想の実現に向けた今後の工程に

関しては、新型コロナウイルス感染症への対応状況に配慮しつつ、各地域において地域医療構想調整
会議を主催する都道府県等とも協議を行いながら、2022 年度及び2023 年度において、公立 ・公的・
民間医療機関における対応方針の策定 や検証・見直しを行うこととする 。

○ このうち公立病院については、病院事業を設置する地方公共団体は、総務省において策定する
「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を踏まえ、病院
ごとに「公立病院経営強化プラン」を具体的対応方針として策定した上で、地域医療構想調整会議に
おいて協議する。

検討状況の公表等
○ 検討状況については、定期的に公表を行う。

具体的には、2022 年度においては、2022 年９月末及び2023 年３月末時点における検討状況を厚生
労働省に報告するとともに、各都道府県においてはその報告内容を基にホームページ等で公表する 。
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公立病院経営強化プラン

○ 公立病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の見直しなどに取り組んできたが、医師・看護師等の不足、人口
減少・少子高齢化に伴う医療需要の変化等により、依然として、持続可能な経営を確保しきれない病院も多いのが実態。

○ また、コロナ対応に公立病院が中核的な役割を果たし、感染症拡大時の対応における公立病院の果たす役割の重要性が改めて認識される
とともに、病院間の役割分担の明確化・最適化や医師・看護師等の確保などの取組を平時から進めておく必要性が浮き彫りとなった。

○ 今後、医師の時間外労働規制への対応も迫られるなど、さらに厳しい状況が見込まれる。
○ 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用すると

いう視点を最も重視し、新興感染症の感染拡大時等の対応という視点も持って、公立病院の経営を強化していくことが重要。

公立病院経営強化ガイドライン（R4.3.29 総務省通知)

○ プラン策定時期 令和４年度又は令和５年度中に策定
○ プランの期間 策定年度又はその次年度～令和９年度を標準
○ プランの内容
(１) 役割・機能の最適化と連携の強化

・地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能（2025年及びプラン最終年度における機能ごとの病床数や機能の見直し）
・地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能
・機能分化・連携強化

各公立病院の役割・機能を明確化・最適化し、連携を強化。特に、地域において中核的医療を行う基幹病院に急性期機能を集約して
医師・看護師等を確保し、基幹病院以外の病院等は回復期機能・初期救急等を担うなど、双方の間の役割分担を明確化するとともに、
連携を強化することが重要。

(２) 医師・看護師等の確保と働き方改革
(３) 経営形態の見直し
(４) 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組
(５) 施設・設備の最適化
(６) 経営の効率化等

公立病院経営強化の必要性

医師・看護師等を確保

基幹病院

回復期機能・
初期救急等を担う

急性期機能を集約

不採算地区病院等
連携を強化

機能分化・
連携強化の
イメージ(例) HOSPITAL

H19年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

旧公立病院改革ガイドライン（H19.12) 新公立病院改革ガイドライン（H27.3)
プラン対象期間

公立病院改革の経緯

プラン策定 プラン対象期間プラン策定

公立病院経営強化プラン
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医師の働き方改革
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令和４年３月２日 第３回地域医療構想
及び医師確保計画に関するWG資料


